
復興しきん保証
災害救助法適用地域内（野々市市、川北町を除く石川県内）に
事業所を有する方で罹災証明書等または
セーフティネット4号認定をお持ちの方

●対象者

多くの事業者さまにご利用いただいている
県伴走（復興）保証です。

新たな資金調達に５年間
無利子

多くの事業者さまにご利用いただいている多くの事業者さまにご利用いただいている
県伴走（復興）保証です。

所定の事業再生計画の策定が必要です。
詳しくは金融機関または信用保証協会へご相談ください。

珠洲市・輪島市・能登町・穴水町・七尾市・志賀町に事業所を有する方は保証料無料

●対象者

【お問い合わせ先】
WEB
相談窓口℡.076（222）1550

〒920-0918　金沢市尾山町9番25号

復興かりかえ保証
返済負担の見直しに

いまある借入金の返済負担を軽減したい方に
おすすめです。

５年間無利子の保証制度が9月末まで延長！

能登で事業を営む人を全力でサポートします！

詳しくは金融機関または信用保証協会へご相談ください。

保証料無料

期間
15年

令和６年能登半島地震の被災者を対象に、リスケ（条件変更）保証料が無料になります。
お気軽にご相談ください。

リスケ保証料無料も延長

保証料無料


